
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発行日：平成13年7月15日 発行：玉川まちづくりハウス･大和市市民活動課 

全体のスケジュール 

第１回ワークショップ【H.13/7/15】 

『新しい公共のイメージを共有する』 
『市民活動推進条例の目的と意味に

ついて考える』 

職員研修ワークショップ【H.13/6/26】 

『ワークショップ基礎講座』 

第1回協働ルール検討会議【H.13/1/30】 

第 2回協働ルール検討会議【H.13/3/2】 

第 2回ワークショップ【H.13/8/5】 

『市民活動の主体を整理する』 
『パートナーシップ事業の可能性を

考える』 

第3回協働ルール検討会議【H.13/4/19】 

第 4回協働ルール検討会議【H.13/5/24】 

第 5回協働ルール検討会議【H.13/7/5】 

第 6回協働ルール検討会議【H.13/8/31】 
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研修自体は全体がワークショップ形式で進行し、結果として

二つ目のテーマである『ワークショップによる合意形成技術を

学ぶ』ことを意図しました。 
 
 最後に高座渋谷の区画整理事務所が一昨年実施したワーク

ショップの紹介もあり、大和市が取り組んでいるワークショッ

プの現状を職員の方に知ってもらう機会ともなりました。 

 今回のワークショップは、職員の研修

を兼ねたものですが、引き続き協働ルー

ルに関する市民ワークショップとして５

回に渡って行われる検討会の前段の勉強

会として行われました。当日は、幅広い

職域から３０名ほどの参加者に加え市民

の方も何人か参加されました。 
 
テーマとしては、『ＮＰＯの活動事例を

とおしてＮＰＯ的活動精神を学ぶ』という

ことで、始めに世田谷で１０年間活動して

いる玉川まちづくりハウスの活動が紹介さ

れました。 
 

第3回ワークショップ【H.13/9/15】 
『協働プロジェクトをシュミレーション』 

『協働事業の問題点を整理する』 

第 4回ワークショップ【H.13/10/21】 
『検討会議から問題提起をしてもらう』 

『条例化のポイントを洗い出す』 

第 5回ワークショップ【H.13/11/18】 

『検討会議から問題提起をしてもらう』 
『条例化のポイントを洗い出す』 

第７回協働ルール検討会議【H.13/10/4】 

第8回協働ルール検討会議【H.13/12月上旬】 

◆提言【12月】 

◆（仮称）市民活動推進条例【H.14年度】 
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 ワークショップとは、何かのテーマについてアイデアを出し合い意志決定

をするコミュニケーションの技術です。通常の会議と違うのは、誰もが自由

に意見を言いやすいように工夫されていること、グループの創造的合意形成

を大切にしていること、そして形式張っていないことです。まじめな話を気

軽にできる会議の形式なのです。 

 ワークショップでは参加した人全員が十分にその日のテー

マについて意見を言うことができたと感じられるように様々

なプログラムが準備されます。一つ一つのプログラムにおい

て話し合いを親密に進めるためには、経験上６～８人程度の

グループにすることが有効です。 

 プログラムを用意することは、しばしばある結論へ導くことと誤解

されます。ワークショップのプログラムづくりとは、あらかじめ決ま

った結論へと導く流れを考えることではなく、参加者全員で知恵を絞

り、判断を下すための合理的な進め方を考えることです。 

 ファシリテーターとは中立的な立場から会議の進行役

を務める人です。声の大きな人や偏った立場からだけの話

し合いにならないように注意するのも、建設的に無駄なく

話し合いが進むように工夫するのもファシリテーターの

役割です。ファシリテーターは出された意見の善し悪しを

判断しません。会議の進行と中身を考える役割を分担し、

会議がスムースに進むようにするための役割なのです。 

 玉川まちづくりハウスの運営委員として設立当初から係わっている伊藤さんから、ハ

ウスの特徴や活動の広がりについて報告がありました。 

世田谷区には2001年３月現在５４のＮＰＯ法人が設立されている。 

ここで言っている『ＮＰＯ的活動』とは、法人の認証手続きのあるなしに係わらず、

広く公益的な市民活動を指している。 

一般にまちづくりＮＰＯには、「地域密着型ＮＰＯ」と「テーマ型ＮＰＯ」があると言われている。玉

川まちづくりハウスは、「地域密着型ＮＰＯ」として地域の暮らしの問題に総合的に取り組んでいる。

（公共施設の計画づくり、住環境の保全、高齢者の暮らしの支援等） 

一方でワークショップなどのまちづくり技術の普及や各地のまちづくり活動団体とのネットワークづ

くり等の活動では全国的なネットワークを広げている。 

ハウスの活動は、地域コミュニティのコミュニケーションを重層的につくり出し、多様な人材の発掘

をすることにある。 

地域通貨や債券の発行によって資金を地域から直接調達する等という取り組みを現在、試みている。 
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ワークショップは

普通の会議と違う

のですか？ 

 ワークショップでは、グルー

プに分かれて話し合うこと

が多いのはなぜですか？ 

 ワークショップにプ

ログラムは必要なの

ですか？ 

 ファシリテータ
ーとは何をする

人ですか？ 
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グループごとに別れて、カードに「あなたが知っ

ている大和市のＮＰＯ的活動」を記入し、発表しな

がら自己紹介を行いました。 
福祉、環境、自治活動、教育・子育て、芸術・文

化等、様々な分野で活動している団体がいることが

分かりました。 

南林間 
西南自治会 

まちづくり 

協議会 

れんげの会 

(絵手紙の会) 

老人クラブ 

(友愛チーム) 

わなげ 

(朗読ボランティア) 

パパボラやまと 

(住宅改造ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ) 

いのちと平和を 

守る会 

インドシナ難民 
定住援助協会 
(日本語の会) 

ボーイスカウト 
引地川かわくだり 

実行委員会 

ベジタブルギター 
コンサート 

(保育士のグループ) 

緑のボランティア 

(施設の草花の水やりなど) 

やまと 
ｴｺﾃﾞｻﾞｲﾝ会議 

(循環型社会を目指した交流会) 

ソフトアース 
の会 

(環境保全活動ﾘｻｲｸﾙ) 

つるまの森 
保全協力会 
(自然保護) 

かながわ 
環境教育研究会 
(環境教育に関するサポ
ート･サービス) 

なかよし公園 
を育てる会 

(維持管理グループ) 

公園の 

愛護会 

おやじ会 
(月 1回,日曜日に 

公園の草取り) 

大和市腎友会 

(移送サービス) 
ﾜｰｶｰｽﾞ･ｺﾚｸﾃｨﾌﾞ 
ケアびーくる 
(移送サービス) 

ワーカーズ 
コレクティブ想 
(ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ) 

社会福祉協議会 
(独居老人訪問、 

昼食サービス) 

大和ホーム 
ヘルプ協会 
(ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ) 

手話サークル 

子ども１１０番 
の家 

(子ども駆け込み寺) 

ﾜｰｶｰｽﾞ･ｺﾚｸﾃｨﾌﾞ 
チャイルドケア 
(子育て支援) 

厚木基地内の主婦と 

長年交流している 
主婦グループ 

 

わらしっこくらぶ 

(子育て支援) 

自 己 紹 介 カ  ー ド  よ  り 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■環境 

■くらし(環境)づくりのお手伝い 
環境学習 

■安心して暮らすために… 

■くらしまちづくりへの支援 
緑と文化にはぐくまれたまちづくりを目指して 

保育事業
(子育て支援)

精神的なケア

子育て相談

悩み相談窓口

高齢者支援・
介護

老人介護

老人介護
寝たきりの方
等のお世話

公園などの
清掃

公園の清掃
管理

清掃
(川や道路)

公園管理

子育て支援
老人介護

緑化運動 まちの緑化

緑化

管理 緑化

多自然型護岸
の管理

保全緑地の
里山的管理

植林

自然!!

活動

①グループ

サークル活動
（支援） 青空ちびっこ広

場のﾌﾟﾚｰﾘｰﾀﾞｰ

環境フィールド

環境問題
大気汚染

環境教育

青少年を対象と
した環境学習
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの実施

トンボ救出
作戦

教育・学習

自然観察セン
ターの運営

自然環境基礎
調査(限定版)

森づくり･公園
づくりWSの

運営

地域防災対策

災害のために違
法駐車の警告

街づくり事業
（都市計画）

②グループ

子育て支援
ｾﾝﾀｰの事業

青少年育成
活動

企業内の
保育事業

生きがい型デイ
サービス

一人ぐらし
老人への宅配

配食サービス

スポセン みどり財団

非常災害時
の対応

公園の管理

公園管理事業

公園管理

ごみの収集
事業

まちの治安
生活安全活動

犯罪予防活動

広報誌の
・ﾆｭｰｽｿｰｽ
・内容の広報活動
総じて市民ﾈｯﾄﾜｰｸ

(市街地)街のPR
活動による街の

活性化

市の広報物全般
の企画･編集

商店街の活性化
イベント

広報PR事業

職員研修市民大学の企
画･運営･実施

人材派遣

法律相談 市民相談
(苦情処理)

各種の啓発事
業(講座､作文/
絵画ｺﾝｸｰﾙ)

人材派遣

市の
マスタープラン

まちづくり
のルール化

タウン
ミーティング

市民意識
調査委託

市民意識の
収集･分析

市民意向共有化

多自然型護岸
の管理

保全緑地の
里山的管理

植林

③グループ

職員研修 パソコン操作 園芸指導
相談会

パソコン
(IT)研修

インター
ネット接続
サービス

木工作業
指導･訓練

地域情報の
検索

いろいろな活
動のPR･啓発

小さな計画づ
くり(プラン)

環境教育
学習

リサイクル
活動支援

ごみの分別

道路美化運動

緑の保全活動 緑地保全

公園の維持
管理

公園づくり
と管理

公園づくり
（宇都宮宅）

まちづくり
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの

運営

患者さんへの
支援･家族へ
のフォロー

入院中の子ども
達とひと遊び
コーナーを作る

喫煙者の支援

子育て･
保育支援

子育て支援 遊び方指導

子育て支援
(サポート)

子育てサークル
に手伝い(派遣)

障害児の
子育て支援

世代間交流

人材活用

④グループ

施設管理

会社や施設の維持管
理､地域活動育成ｺｰ
ﾃ゙ ｨﾈｰﾀｰ的なもの

地域の公共施設
管理(公園･
ｺﾐｾﾝ･道路)

地域防災対策

災害のために違
法駐車の警告

街づくり事業
（都市計画）

ﾘｻｲｸﾙ･環境

リサイクル
推進(資源ゴミ)

ごみ減量化の推
進（商店街(体
制)・ﾘｻｲｸﾙ）

街づくり(公
園･景観･緑化)

街づくり
･ルールの管理

街づくり

老人(独居)の安全
を常に確認できる
ｼｽﾃﾑ、一声運動

福祉ｻｰﾋﾞｽ(現在の
家事介護等のほか､
ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ機能もつ
くれるのでは?)

ふれあい

生涯学習支援
まちづくり活動

支援

生涯学習推進､
運営など

得意なものを
もつ民間の方々
を講師に招く

学びたい人への
指導者の紹介事
業(学習相談)

講座の実施（様々な
ニーズに応えるべく
各種"講座"を実施(企
画･立案･運営)）

生涯学習の充実
(ｻｰｸﾙ活動の活性

化)ｻｰｸﾙで学ぶ

生涯学習生きがいづくり

生きがいづくり
(ひまわりサロン)

植木などの
伐採

パソコン専門の
人を雇う

防災

学校教育(★地域の人
材の活用･複数担任
制･中学部活の外部化
専門家による授業(音
楽､美術､工芸など))

小中学校での環
境教育(総合学
習において)

青少年の育成(社会
全体を通して､行政
のみで出来ることで

ない)

学校教育

(駅前)保育

各種相談

保育

学校給食
地域の学校づく
り､地域で育て
る環境づくり

子育て

子育てを支援(様々な
悩みを持つお母さん
の相談できる場と子
どもの遊び場づくり)

子育て支援
チャイルドケア

子育て支援
世代間交流

子育て支援

⑤グループ

職員の研修 行政に対する
意見の集約

行政の活動に
対する評価

防災事業(協働
で防災対策を

実施)

学校周辺の
安全活動･警備

ｽﾎﾟｰﾂ施設の開
放活動公共施設
の開放の管理

学校(小･中･高)
スポーツクラブ
等校庭開放

フリースクール
の開設

障害福祉課
障害児の一時
預かり等

子育て支援事業
(放課後児童の

育成等)

保育園(子育て
支援･老人との
交流･一時保育)

女性(主婦･無職)
の社会の進出を
推進する活動

お母さんのリフ
レッシュのため
の緊急一時保育

保健サービス
について

高齢者福祉
活動

福祉サービス
について

生活保護サー
ビス(保護課)

高齢者再就職
事業

福祉課
ホームヘルパー
等(介護･送迎等)

保育サービス
について

法律･税務
相談事業

年金相談事業

個人宅までごみを収
集に行く(高齢者な
ど､ごみ停に出しに行
けない人のために)

環境について
市民活動課(市民と行
政が結びつきいろんな
ことが出来るのでは)

まちづくり
について

環境整備事業
(緑化事業など)
(花と緑課)

環境管理ｾﾝﾀー (粗大
ゴミの販売･ゴミか
らの肥料作り等)

再開発事業
(基本的コンセ
プトの作成)

ごみ収集事業
歴史的な遺産･
遺跡等の保護

活動

 ■広報PR事業 

■市民意向共有化 

■情報交流のお手伝い(活性化) 
情報交流・技術提供・プランづくり 

 ■老人介護 
■子育て支援 

■地域交流のお手伝い(活性化) 
子育て支援、世代間交流 

■子育て支援 
■福祉ｻｰﾋﾞｽの提供への支援 
かゆいところまで手がとどく乳幼児から 
高齢者までのサービスを目指します。 

 ■人材派遣 

■ 地域とともに育つ 学校教育 

■生涯学習まちづくり支援 
(生きがいづくり) 
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①NPOの活動に直接参加したことがある。 6人 

②一般的知識としては持っている。おおよそイメージ

できる。 

5人 

③興味はあるが、具体的なことはよく分からない。 
13人 

④今日初めて聞いた。NPO といわれてもほとんどわ

からない。 
5人 

⑤その他 
１人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①と②の間。活動している
人から直接情報を聞いた
ことがあるので具体的に

イメージできるが、活動に
参加したわけではないの
で⑤を選択。 

【設問１】 

NPOの活動について具体的に知っていますか？ 

6 

「行政とＮＰＯの協働」について旗上げアンケートで設問に答えてもらいました。 

選んだ理由 

 

 

旗上げアンケートは、参加者全員が何ら

かのかたちで意思表示できるワークシ

ョップの手法です。その場で結果が全員

に分かり、会場全体の意見や立場の違い

を一目で知ることができます。 

旗上げアンケートは、あくまでも話

し合いの手法の一つとして考えら

れたものです。設問の行間を議論す

ることが目的であり、多数決で結果

を出すために行うのではないこと

を理解して下さい。 

参加者の考え方や意見を聞き出

すことを目的とした設問では、グ

ループで話し合った後でアンケ

ートを行う方法もあります。設問

内容は、どれを選んでもおかしく

ないような選択肢を考えること

がポイントになります。誰が見て

も明らかであるようなアンケー

トでは話し合いのきっかけづく

りにはなりません。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①NPO の活動が実現しようとしている公共性は行政

の目指すものと同じである 
4人 

②公益的な活動とはいえNPOの担う部分と行政の担

う部分は基本的に異なる 
6人 

③行政の立場から見るとNPOと営利企業の活動の区

別はつけられない 
4人 

④NPO といってもその内容は多様である。ひとくく

りにして議論はできない 
15人 

⑤その他 0人 

①これからの時代は基本的に行政と NPO の協働を拡大

し、できるだけNPOに任せていくべきである。 
12人 

②行政の苦手な部分ややりきれない部分をNPOに補って

もらい市民へのサービスを充実させていく時代である。 
14人 

③基本的な部分はあくまでも行政で担い、プラスαの部分

をNPOに期待すべきである。 
2人 

④あくまでも先駆的な部分としてNPOの活動があり、多

くの市民が望めば行政サービスとして普遍化すべきで

ある。 

1人 

⑤その他 0人 
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官も民も同じ
目標・公共性を
目指すことが
理想であると
考えた 
 

選んだ理由 

【設問２】 

NPOの活動の特徴についてお聞きします。 

【設問3】 

NPOの活動の必要性についてお聞きします。 
 

今の時代は②だと思う。①

とも思ったが④を選んだ。
NPO 的活動というのは生
活者の発想、現実的な活動
から生まれるもので、行政
的発想とは違うのでは。そ
れが支持されれば行政サー

ビスに。 

行政隙間、下部
的な活動でお金
が儲かるならそ
の方がよい 

行政は税金を使う
という点で公平で
なくてはならない
ので、地域ごとに異
なる全てのニーズ
には応えられない。

より多様なニーズ
には市民の活動で
対応してもらう 

選択の結果が出たら少数意見の項目を選んだ参加

者に全体の場での発言をお願いします。このこと

によって参加者全員に課題に対する視点や立場の

違いを理解してもらうことができます。 

結果を予想したり、自分の

選んだ内容と参加者全体の

意見の違いを考えることで

全体の中での自分の位置を

知るきっかけを見つけるこ

とができます。旗上げアン

ケートは、合意形成へのス

タートラインをつくるプロ

グラムです。 

 

 

行政は全体、NPO は地域と

いう役割分担。サービスは小
さくなるかもしれないが、行
政は公平・公正でなければな
らない。きめ細かなサービス
はNPOに任せる。 

選んだ理由 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
NPO について

イメージ的なも

のがつかめた 

今後 NPO に担ってもらう

事業について、行政の考え

方と NPO 側の考え方をマ

ッチングさせることが必要

であることを学んだ 

これからの地方分権に基

づく地方自治を展開して

いくうえで、NPO との協

働の必要性を強く感じた 具体的にはほとんど何も

知らなかった NPO 的活

動について色々知ること

ができ、勉強になった 
NPO は分野が幅

広く、今後の展開

の可能性も大き

いと感じた 

こういう研修を続けて肌

で市民参加、市民と対話す

る術を学んでいければ市

役所も変わるぜぇと思う 

行政職員として、更なる

修行(?)を積んでいくこ

とを決意。今私が一歩を

ふみ出す必要がある 

しっかりとした参加手

法を身につけ、市民と

議論できる土壌づくり

が重要 

いろいろな人と話

をすることで自分

１人では想いもつ

かない考えがでて

くることに驚きを

感じた 

多くの人がいると、意

見がまとまりにくい

中、楽しく進めていく

ことができる事で良い

結果が出てくる手法な

のだと思った 

行政だけで担えないきめ細

かい部分のニーズを NPO

と協働ワークで、お金だけ

で解決するのではない幸せ

が市民全体に得られればと

てもよいことだと思った 

次回のお知らせ 

第 2 回大和市協働ルールワークショップ 
日時：平成 13年 8月 5日（日）13:30－16:30  場所：鶴間コミセン集会室 

テーマ：『市民活動の主体を整理する』 

『パートナーシップ事業の可能性を考える』 
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感 想 カ ー ド よ り 

聞きなれず、とまどい

があったが、グループ

で話し合いをすすめ

ていくうちに、身近な

問題や行動の糸口が

あると実感した。 

今どきの市民はあんなに

たくさん集まって積極的

に参加できるのだと知り

少し驚いた 

ワークショップ

をすることによ

り議論では得ら

れないコミュニ

ケーションが生

まれることを実

感。 

ビデオで高座渋谷

のワークショップ

の実例を見て、3年

前にはこのような

ことをしていなか

ったのでビックリ

した。 


